
 

厚生委員会情報連絡 
 
 
 

令和７年３月１２日 
 

 
 
 

 
情報連絡事項                                 頁 

 

１ 「令和６年度 第２回看護＆介護就職フェア」の実施結果について・・・・・・・２ 

 

２ 足立区ジェネリック医薬品普及協議会の廃止について・・・・・・・・・・・・・４ 

 

３ 「第６回あだち保護猫たちの譲渡会」の開催結果について・・・・・・・・・・・６ 

 

４ 【追加】「子どもの健康を守る卒煙チャレンジ支援事業」の対象者拡大に 

ついて・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・７ 

 

５ 難病医療費助成等の厚生労働大臣が指定する指定難病の追加について・・・・・・８ 

 

６ 小児慢性特定疾病医療費助成の厚生労働大臣が定める疾病の追加等について・・・９ 

 

 

 

  

【参考】≪子ども・子育て支援対策調査特別委員会報告事項≫ 

※ 資料は、子ども・子育て支援対策調査特別委員会（衛生部）の報告資料にあり 

 

１ あだち出産・子育て応援事業の令和７年度主な変更点について 

 

  
 

（衛 生 部） 



厚生委員会情報連絡一覧表

件  名 内  容 日時及び場所 ＰＲの方法 

１  「令和６年度 

第２回看護＆介護

就職フェア」の実施

結果について 

所管課 

【衛生管理課】 

 足立区医師会主催・足立区共催によ

り、「看護＆介護就職フェア」を実施

した。 

１ 事業目的 

潜在看護師・介護士(※１)の発掘

とともに身近な医療機関・介護施設

での就業促進を図ることを目的とし、

医療機関・介護施設等の紹介及び就

職に関する面談を行うものである。 

※１ 潜在看護師・介護士とは、看

護師免許・介護福祉士の資格を取

得しているが、現在看護師・介護

士として働いていていない人

２ 事業内容 

（１）４３施設の求人票や所在地図の

パネル掲示 

（２）各施設のパンフレットや求人票

冊子の設置 

（３）医療機関・介護施設ごとに計

２０ブースを設置し、来場者へ各

施設の紹介や面談を実施 

３ 実施結果 

※ （ ）は前回（令和６年９月

開催）

【令和７年２月実績】 

【日時】 

令和７年 

２月１日（土） 

午前１０時３０

分 ～午後３時 

【会場】 

東京芸術センター

２１～２２階 

ホール天空劇場 

【その他】 

入場無料 

予約・履歴書不

要 

服装自由 

区広報 

１月１日号 

区ホームペ

ージ 

区公式ＳＮＳ 

 

ポスター掲

示、チラシ

配布 

（北千住駅

構内、保健

センター、

住区セン

ター、区立

保育園、地

域包括支援

センター）

①参加団体数：４１所（３２所）

［内訳］ 

医療施設：１８所（１３所） 

介護施設： ４所（３所） 

グループ 

（医療・介護両方）:６所（５所） 

求人票のみ：２所（６所） 
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件  名 内  容 日時及び場所 ＰＲの方法 

ポスターチラシを見たところ 

媒  体 人数 

ハローワーク ３１人 

あだち広報の紙面 ５人 

医療機関のポスター ２人 

知人 ４人 

電車広告 ２人 

地域包括支援センター ０人 

商店街のポスター ３人 

コミュニティバスはるかぜ １人 

豆の木メール ０人 

その他（会場ポスター等） １０人 

計 ５９人 

②来場者数： ５９人（６７人）
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厚生委員会情報連絡一覧表

件  名 内  容 日時及び場所 ＰＲの方法 

２ 足立区ジェネリ

ック医薬品普及協

議会の廃止につい

て 

所管課 

【データヘルス推進課】

 足立区内におけるジェネリック医薬

品の普及を図るための方策を検討する

ことを目的とした足立区ジェネリック

医薬品普及協議会を廃止する。 

１ 廃止理由 

  厚生労働省が全国市町村別のジェ

ネリック医薬品使用率の公表を開始

した平成２５年４月の使用率（数量

ベース）は４７.７％であり、関係機

関の協力のもと使用率向上に向けた

検討を行う必要があった。 

しかし、令和５年度のジェネリッ

ク医薬品使用率は８５．３％（２３

区で第２位）と国の目標値８０％を

超えており、普及策を検討する本協

議会は一定の役割を終えたと判断し

たため。 

２ 廃止時期 

  令和６年度末 

３ これまでの経緯 

（１）足立区医師会、足立区歯科医師

会、足立区薬剤師会の代表者や区

内中核病院の院長など２０名の外

部委員を構成員として、平成２４

年１月に要綱設置の会議体として

設立。 

（２）平成２４年１月以降、１４回会

議を開催し、ジェネリック医薬品

使用率や区が実施している普及事

業を紹介して意見交換等を行って

きた。 

（３）新型コロナウイルス感染拡大の

影響や検討事項がなかったことに

より、令和２年度以降は未開催。 
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件  名 内  容 日時及び場所 ＰＲの方法 

４ 今後の方針 

  足立区医師会、足立区歯科医師会、

足立区薬剤師会の代表者が委員とし

て出席する「健康あだち２１専門部

会」において、ジェネリック医薬品

使用率の報告や意見交換等を行って

いく。 

[参考] 

１ 使用率の推移 

２ 保険別の使用率（令和６年３月） 

（１）国民健康保険

８１．８％（８０．１％）

（２）後期高齢者医療制度

８１．９％（８０．２％）

（３）生活保護医療扶助

８７．７％（８７．０％）

※ 後期高齢者医療制度の使用率は

２３区中１位。 

  国民健康保険と生活保護医療扶助

は他区の使用率を把握できないため

２３区順位は不明。 

※ 括弧内は令和５年３月の使用率

※ 各制度が保有するレセプト情報を

集計

区 82.4%
区 83.5%

区 85.3%

都 78.5%

都 80.2% 都 81.9%国 82.1%

国 83.7% 国 85.3%

78%

R03 R04 R05

区 都 国

86%

78%

84%

82%

80%

23区中 2位 
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厚生委員会情報連絡一覧表

件  名 内  容 日時及び場所 ＰＲの方法 

３ 「第６回あだち保

護猫たちの譲渡

会」の開催結果に

ついて 

所管課 

【生活衛生課】 

 足立区内で遺棄等された保護猫の譲

渡会を、NPO法人３団体との共催で開催

したので結果を報告する。また、当日

は、NPO法人の日頃の活動や保護猫カフ

ェの紹介をはじめ、猫の適切な飼育や

地域猫活動等に関する動画・パネル展

示を合わせて実施した。 

１ 保護猫の譲渡会の開催結果 

（１）入場者数  ３５６名 

（２）譲渡先内定 ３９匹中２９匹

２ 主な感想 

（１）時間が短すぎて、猫をよく見る

ことができなかった。 

（２）待ち時間が長かったが、パネル

を見られる時間があったのは良か

った。

（３）災害時の対応に関するパネル展

示の情報が役に立った。

（４）区が協力してくれていると安心

する。 

令和７年１月 

２６日（日） 

正午～午後３時 

中央本町一丁目

17番１号 

本庁舎１階議会

エントランスほ

か

あだち広報、

区ホームペ

ージ、ＳＮ

Ｓ等で情報

発信 

6



厚 生 委 員 会 情 報 連 絡 

令和７年３月１２日 

件 名 
 【追加】「子どもの健康を守る卒煙チャレンジ支援事業」の対象者拡大

について 

所管部課名 衛生部 こころとからだの健康づくり課 

内 容 

区が禁煙治療費を助成（上限２万円）する本事業について、禁煙治療用

飲み薬が販売再開（令和７年上半期予定）された際に、対象者を拡大する。 

１ 対象者拡大の目的・内容 

【目的】 

これまで以上に子どもの受動喫煙を防止するため、自ら卒煙を望む

人をより広く支援していく。 

現行の条件 改正後 

妊婦もしくはそのパートナーまた

は１８歳未満の子どもと同居 

左記条件を外し、自ら卒煙を望む

人であれば誰でも対象に 

※ 「足立区に住民登録がある」「満２０歳以上である」「過去に本支援事業に

よる助成を受けたことがない」という条件は変更なし

※ たばこ組合（新東京たばこ商業協同組合足立荒川支部）にはご説明し、ご理

解を得た

２ 対象者拡大開始時期 

  禁煙治療用飲み薬の販売再開（令和７年上半期予定）にあわせて対象

者を拡大。 

３ 治療の有効期間の設定（現行なし→有効１年） 

  標準治療期間が３か月であることから、今回の対象者拡大にあわせて、

有効期間を１年に設定することで、早期の受診を促し受診率向上につな

げる。 

４ 今後の対応 

  禁煙治療用飲み薬の販売再開時期確定後対象者を拡大し、区内禁煙治

療医療機関をはじめ、区広報、ホームページ、チラシ等により区民に周

知していく。 

➡ 
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厚 生 委 員 会 情 報 連 絡 

令和７年３月１２日 

件 名 難病医療費助成等の厚生労働大臣が指定する指定難病の追加について 

所管部課名 衛生部保健予防課、福祉部障がい福祉課 

内 容 

難病の患者に対する医療等に関する法律（平成２６年法律第５０号） 第

５条第１項の規定に基づき厚生労働大臣が指定する指定難病について、新た

に指定難病７疾病の新規追加と２疾病の病名を変更する。 

また、東京都難病患者等に係る医療費等の助成に関する規則の改正に基づ

き、足立区難病患者福祉手当条例施行規則の改正も行う。 

１ 新たに追加される指定難病（７疾病） 

番号 指定難病名 

342 ＬＭＮＢ１関連大脳白質脳症 

343 ＰＵＲＡ関連神経発達異常症 

344 極長鎖アシル―ＣｏＡ脱水素酵素欠損症 

345 乳児発症ＳＴＩＮＧ関連血管炎 

346 原発性肝外門脈閉塞症 

347 出血性線溶異常症 

348 ロウ症候群

※ 国が指定する３４１疾病から３４８疾病に拡大

２ 新たに病名変更となった指定難病（２疾病） 

番号 旧指定難病名 新指定難病名 

63 特発性血小板減少性紫斑病 免疫性血小板減少症 

154 徐波睡眠期持続性棘徐波を 

示すてんかん性脳症 

睡眠時棘徐波活性化を示す 
発達性てんかん性脳症及び 
てんかん性脳症 

３ 適用年月日 

令和７年４月１日 

４ 周知方法 

区広報 ３／２５号、区ホームページ、 

各保健センター、障がい福祉課障がい給付係でのチラシ配布 

区医師会への情報提供 
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厚 生 委 員 会 情 報 連 絡 

令和７年３月１２日 

件 名 
小児慢性特定疾病医療費助成の厚生労働大臣が定める疾病の追加等に 

ついて 

所管部課名 衛生部保健予防課 

内 容 

児童福祉法（昭和２２年法律第１６４号）第６条の２第１項の規定に基づ

き、厚生労働大臣が定める小児慢性特定疾病について、新たに１３疾病の新

規追加と２疾病の病名を変更する。 

１ 新たに小児慢性特定疾病の追加（１３疾病） 

疾患群 区 分 疾病名 

６ 膠原病 自己炎症性疾患 乳児発症ＳＴＩＮＧ関連血管炎 

11 神経･筋疾患 遺伝性周期性四肢

麻痺 

遺伝性高カリウム性周期性四肢

麻痺 

遺伝性低カリウム性周期性四肢

麻痺 

非ジストロフィー性

ミオトニー症候群

非ジストロフィー性ミオトニー

症候群 

脳形成障害 限局性皮質異形成 

脊髄空洞症 脊髄空洞症 

12 慢性消化器疾患 先天性食道閉鎖症 先天性食道閉鎖症 

13 染色体又は 染色体又は遺伝子に シャーフ・ヤング症候群

遺伝子に変化 変化を伴う症候群 ロスムンド・トムソン症候群

を伴う症候群 鏡・緒方症候群 

トリーチャーコリンズ症候群

シア・ギブス症候群

14 皮膚疾患 特発性後天性全身性

無汗症 
特発性後天性全身性無汗症 

※ 国が指定する７８８疾病から８０１疾病に拡大

２ 新たに小児慢性特定疾病名の変更（２疾病） 

疾患群 旧疾病名 新疾病名 

11 神経･筋疾患 先天性大脳白質形成不全症 先天性大脳白質形成不全病 

頭蓋骨早期癒合症 頭蓋骨縫合早期癒合症 

9



３ 適用年月日 

令和７年４月１日 

４ 周知方法 

区広報３／２５号、区ホームページ、各保健センター等でのチラシ配布 

区医師会への情報提供 
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